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「予兆管理における着眼点」について

• 「予兆管理における着眼点」は、保証付融資先に対して、より早期に事業者の経営悪化の予兆を把握し、事業者の状
況を精査の上で必要な支援を講じていくため、信用保証協会・地域金融機関・支援者（税理士・公認会計士等）と
いったモニタリングを行う主体ごとに、定期的に保証付融資先の予兆管理を行っていく上でのベースとなる考え方を
示すもの。

• 具体的には、各主体において、活用可能な情報の種類・粒度や予兆管理の仕組みに応じて※、収益性の低下や資金繰
り面の課題の顕在化等の一定の指標に着目し、これらの指標からリスク要因が特定された場合には予兆のフラグを検
知する中で、当該指標として着目すべき項目について整理したものである。

※予兆管理の頻度としては、可能な限り即時性の高いデータによって予兆フラグの検知を行うことが望ましいが、取得・活用が可能なデータに応じて、月次/四半期毎/
半期毎等での定期的な取組が重要となる。

• 着眼点の項目（特に財務指標）は、あくまで事業者の事業活動の結果の一部であり、事業者の状態を決めつける性質
のものではなく、予兆のフラグを検知した場合には、事業者の状況を精査した上で、事業者との対話等を通して原因
となる実態について気付きを与えるなど、事業者支援に繋げていくことが必要。また、こうした取組の結果として、
事業者自身が習慣的に経営状況の管理・確認を行うようになることが望ましい※。

※次項で示す簡易診断の上段（及び可能であれば簡易診断の下段や通常診断の上段（ローカルベンチマークにおける財務分析指標））の項目は、事業者自身が自己診断
を行って経営状況を確認するための指標としても活用が可能。

• なお、着眼点における予兆管理の項目は固定ではなく、独自の着眼点を持つ金融機関や保証協会等がある場合や各地
域における業種構成の違い等から地域性がある場合などは、各主体・地域の実態に応じて柔軟に変更することが望ま
しい。
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「予兆管理における着眼点」診断項目
• 信用保証協会・地域金融機関・支援者の各主体において取得・活用可能な情報の種類・粒度や予兆管理の仕組み（DX/IT化の進捗）

等に応じた診断方法に基づき※、動態的に確認していくべき予兆フラグの項目例を整理。

①簡易診断：最低限の情報（決算書・試算表等の勘定科目）で事業者の経営悪化の予兆をより早期に検知していく診断

②通常診断：様々な角度からの情報（財務分析指標や財務諸表以外の情報）を組み合わせながらより的確に予兆を検知していく診断

③高度診断：AI活用も含めたDX/IT化の進展等の下で得られた情報で行われる精度の高い診断

※例えば、高度診断まで対応可能な主体においては、初期段階から高度診断までの項目で予兆管理を行うことが望ましい。簡易診断であれば対応可能な主体においては、
簡易診断から始めて、事業者との関係性深化等により取得及び活用可能な情報が増えた場合には、通常診断など精度を上げた予兆管理も行っていくことが想定される。

• モニタリングを行う各主体において、活用可能な情報の種類・粒度や予兆管理の仕組みに応じて、着目すべき項目・診断頻度・予兆
フラグの基準を検討する。その際には、各主体・地域の実態等に基づく柔軟な変更も含めて項目等を選定し、効率的・効果的な診断
を行っていくことが勧奨される。

収益力改善実務指針
経営デザインシート 等

データ取得

予兆管理

予兆発見

支援ニーズ
掘り起こし

事業者支援 フォローアップ
事業者支援
の流れ

予兆管理における
着眼点

①
簡易診断

②
通常診断

③
高度診断

「予兆管理における着眼点」の位置づけ予兆管理における着眼点（例）

「予兆管理における着眼点」の用途（例）

✓ 事業者（自己診断）、信用保証協会・地域金融機関・事
業者との接点が多い支援者（税理士等）等における予兆
管理水準の目安

✓ 事業者支援/フォローアップにおける支援者の参照材料

①簡易診断

②通常診断

③高度診断

純資産額 棚卸資産
仮払金・未払金

売掛債権・仕入債務の
期日等を踏まえた
将来キャッシュフロー

口座入出金状況
税金・社会保険料の滞納
主要取引先の支払状況
定性情報※（事業者との対話等）
※取引先の経営状況、従業員の入退社状況、滞留在
庫の状況等を含む

粉飾アラート

定性情報アラート

デフォルトアラート

※予兆フラグの基準（例）
• 業界平均値との乖離度合
• 過去決算/経年推移での増減比較

※診断頻度
（月次・四半期毎・半期毎・年次）

AI活用も含めたDX/IT化の進展等で得られる情報

一定の計算を要する財務分析指標や
財務諸表以外の情報

決算書・試算表等の勘定科目

売上高増加率 営業利益率
労働生産性 自己資本比率
営業運転資本回転期間
EBITDA有利子負債倍率

売上高
粗利額 又は 営業利益
現預金



3

各診断項目における予兆フラグの基準値・タイミング
• 各診断項目の予兆フラグが立つ基準値やタイミングについては、各診断項目に着眼するべき理由も踏まえつつ、取

得・活用可能な情報の種類・粒度や予兆管理の仕組みに応じて、モニタリングを行う各主体において決定する。

• こうした中で、基本的な考え方としては、例えば「業界平均値との乖離度合」や「過去決算/経年推移での増減比
較」などが考えられる。

※「業界平均値」としては、無料では日本政策金融公庫が公表している「小企業の経営指標調査」、有料ではCRD協会・帝国データバンク・東京商工リサーチ等のデー
タが活用可能。

（出所）株式会社帝国データバンクにて作成（https://www.tdb.co.jp/lineup/pdf/samp_ccr.pdf）。

（参考）株式会社帝国データバンクの信用調査報告書におけるモニタリング例

https://www.jfc.go.jp/n/findings/shihyou_kekka_m_index.html
https://www.tdb.co.jp/lineup/pdf/samp_ccr.pdf
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